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令和６年度自動車税（種別割）の納税通知書等について 

 
  

 「令和６年度自動車税（種別割）納税通知書」を始めとする納税通知書等の地方税

統一ＱＲコード（ｅＬ-ＱＲ）に印字誤りがあったことが判明しました。 

 納税者の皆様がスマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトから地方税統一

ＱＲコード（ｅＬ-ＱＲ）を読み取って納付する場合には問題ありませんが、金融機

関の窓口での納税に時間を要する場合があります。 

 

１ 発生した事案 

 ○ 納税通知書等のｅＬ-ＱＲの印字に誤りがあり、複数の金融機関の窓口でｅＬ-

ＱＲの読み取りができない事象が発生しました。 

 ○ 県が調査をしたところ、金融機関の窓口で納税通知書等を自動で読み取るため

に必要なｅＬ-ＱＲの作成プログラムに不具合があったことが判明しました。 

 

２ 原因 

 ○ 令和６年３月に税務システムを更新した際に、受託業者が行ったｅＬ-ＱＲの

作成プログラムの改修においてプログラムミスがありました。 

 ○ 県と受託業者間でこの改修結果について情報共有が正しくなされず、テスト段

階においてもプログラムミスを発見できませんでした。 

 

３ 納税者の皆様へ 

 〇 スマートフォン決済アプリや地方税お支払サイトからｅＬ-ＱＲを読み取って

納付する場合には問題ありません。 

 〇 お手元の納税通知書等自体は有効なものですが、一部金融機関の窓口での納税

に時間を要する場合があります。 
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 〇 納税者の皆様には自動車税（種別割）の納税通知書を５月９日（木）に発送す

ることから、お手元に届くのは５月１３日（月）以降となる見込みです。 

 

４ 金融機関の皆様へ 

 〇 窓口でｅＬ-ＱＲを読み取れない場合、別の方法で収納していただきますよう

お願いします。 

 

５ 対応と再発防止策 

 〇 県のホームページにも不具合の状況について掲載しました。 

 〇 県と受託業者の情報共有を改めて徹底するとともに、受託業者によるシステム

改修の結果等の確認方法については、より確実なものとなるようダブルチェック

を徹底し、再発防止に努めます。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kouhou/r5_jidousya-zei.html

